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１ はじめに 

本日ここに、第310回２月通常会議が開会さ

れるに当たり、今後の市政運営の方針並びに

主要な施策について所信の一端を申し上げ、

市議会、市民、企業の皆様の御理解と御協力

を賜りたいと存じます。 

 

今年度を振り返りますと、全国的にクマの

出没が相次ぎ、当市においても深刻な人身被

害が発生いたしました。謹んで、被害にあわ

れて亡くなられた３名の皆様の御冥福を心よ

りお祈り申し上げますとともに、ご家族、関

係者の皆様に哀悼の意を表します。また、連

日昼夜を問わずクマへの対応に当たられた北

上市鳥獣被害対策実施隊や北上警察署、北上

市消防団、その他関係者の皆様に感謝と御礼

を申し上げます。 
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この「クマ対策」につきましては、従来、

藪の刈払いなどの環境管理や目撃情報があっ

た場合の広報活動、捕獲活動等を実施して参

りましたが、クマによる建物及び人身被害が

相次いだことを受け、市に危機対策本部を設

置して全庁的に対応するとともに、補正予算

により対策を強化して参りました。現在、市

民へのクマ撃退スプレーの購入費補助や学校

等施設への配備、小中学校の児童・生徒への

登下校支援等を実施しているほか、風評被害

が発生している温泉施設への防護フェンスの

設置費用補助、制度融資利子補給金の拡充等

を実施しております。引き続き市民の生命や

財産を守るため、関係機関と連携し対策を大

幅に強化して参ります。 

また、今年度は、猛暑や少雨が続き、水不

足による農作物生産への影響が生じるととも
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に、米の小売価格や様々な商品の価格高騰な

どにより市民生活にも大きな影響がありまし

た。 

物価高騰への対策につきましては、国の交

付金を活用し、低所得世帯への灯油購入費助

成のほか、事業者支援として貨物運送事業者

運行支援補助、市内中小企業への省力化・省

エネ設備投資応援補助、畜産農家経営継続支

援等を実施して参りました。さらに、全市民

に対する食料品価格高騰対応給付事業や子育

て世帯食材費応援給付金の支給等の実施に取

り組んでおります。今後も市民生活の安定の

ため、順次、必要な対策を講じて参ります。 

 その他の今年度の出来事といたしましては、

公民連携で整備を進めてきた「北上市民武道

館」の開館、展勝地公園内に「イシツブテ公

園 in きたかみ」の開園、北上北部産業業務
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団地内に「いわて半導体関連人材育成施設（I-

SPARK）」の開所など、「新しい北上の顔」とも

言える施設ができました。これらの施設は、

市民活動の活性化のほか、交流人口及び関係

人口の増加や人材育成による企業活動の進展

などにつながるものであり、市内外に当市の

魅力を訴求するものと期待をしております。 

 

次に、市政における今年度の主な取組みを

挙げますと、まず、妊娠・出産・子育て支援

に関しましては、子どもの医療費助成、保育

料無償化、結婚新生活支援補助、不妊治療費

助成等の取組みを継続し、今年度から市内宿

泊施設を利用したデイサービス型産後ケア事

業を実施しております。また、昨年９月に「北

上市こども計画」を策定し、関連施策を総合

的に推進して「こどもまんなか社会」を実現
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するため、取組みを進めております。 

多文化共生の推進に関しましては、今年度、

北上市多文化共生推進本部を設置して全庁的

な体制を整え、多文化共生プランの策定に取

り組むとともに、関係機関等と連携しながら

多文化理解の促進事業等を推進しております。 

農業振興に関しましては、農業の担い手確

保のため、親元就農や新規就農者への支援を

継続して実施するとともに、猛暑や少雨によ

る水稲の生育等への影響を防ぐため、渇水・

高温対策を実施いたしました。 

商業分野に関しましては、ツインモールプ

ラザの運営事業者であった北上都心開発株式

会社の経営悪化を受け、同館を再生し将来に

わたって活用するため、上下分離方式とマス

ターリースを骨格とする再生事業に取り組み、

運営体制の抜本的な移行を行いました。 
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工業振興に関しましては、企業の需要に対

応するため、工業団地の拡張整備や分譲を継

続して進めております。今年度はこれまでに

４社と売買契約を完了し、約7.2ヘクタールを

分譲しております。 

保健福祉に関しましては、医療機関の無い

地区の市民の通院負担軽減のためのモバイル

クリニック推進事業を継続し、今年１月末時

点で市内の11の医療機関と連携しており、利

用件数が昨年度と比較して２倍以上に増えて

おります。 

拠点形成に関しましては、中心市街地の再

整備に関連し、「歩いてみたい」道路空間の創

出を目的として、社会実験「きたかみウォー

カブルチャレンジ」を実施いたしました。実

験結果を踏まえ、居心地がよく歩きたくなる

道路空間の創出に向け、取組みを進めて参り
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ます。 

行政改革に関しましては、住民票等各種証

明書交付窓口等業務の外部委託を継続して実

施しております。専門的なノウハウを有する

事業者との連携により市民サービス向上や業

務効率化につながっているものと捉えており

ます。 

教育や産業振興、拠点形成等の多分野に関

するものといたしましては、今年度も市立大

学設置の検討を進めて参りました。昨年３月

に策定した「北上市立大学（仮称）基本構想」

を基に、市議会での議論、市民・企業・団体

向けの説明会、大学のあるまちを考えるフォ

ーラム・高校生ミーティング等を実施して参

りました。昨年10月には、次のステップとな

る基本計画策定に向けた一般会計補正予算案

が市議会臨時会議本会議において賛成少数で
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否決となりましたが、市民の皆様や議会から

の御指摘を真摯に受け止め、引き続き、課題

を整理・分析し、議論を深めながら必要な取

組みを進めて参ります。 

以上が、今年度の主な取組みであります。 

 

２ 現下の社会経済情勢など 

次に、当市を取り巻く現下の社会経済情勢

について申し上げます。 

 

国際情勢につきましては、世界各地で地域

紛争が続くとともに、自国の利益を優先する

保護主義の動きが見られるなど、情勢の不安

定化が進み、緊張が高まっております。そう

した中で、国内経済は、株価の上昇や賃上げ

といった動きが見られる一方、物価高騰や人

手不足により市民生活や地域産業は依然とし



9 

 

て厳しい状況にあります。なお、近年、国の

技能実習制度や特定技能制度の活用が進む中、

市内で働く外国人の方が増加傾向にあり、外

国人人口は10年前の約3.6倍となっておりま

す。一方で、当市の人口は、ピークだった20

年前の平成17年と比べると約３％の減少とな

っておりますが、同じく県が約18％の減少で

あることから、当市は比較的、人口減少のス

ピードは抑えられている状況と言えます。 

しかしながら、当市においても人口減少が

進んでいることは事実であり、高齢化率のピ

ークと生産年齢人口の減少が重なる2050年問

題への対策を早急に取り組んでいくことが必

要となっております。 

 

以上のような情勢の下、就任４年目を迎え

現任期の集大成となる令和８年度は、より強
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固な経済基盤の確立とこれまで進めてきた

「住みよい北上 住みたい北上」をベースと

しながら、市内外の人や企業から「北上と関

わりたい」と感じられ、かつ、関係性を構築

できるような、魅力的なまちづくりを進めて

参ります。その思いを込めて「住みよい北上 

住みたい北上 関わりたい北上」を掲げて、

施策を推進し、着実に成果を出して参りたい

と考えております。 

 

３ 市政運営方針 

それでは、令和８年度の市政運営の方針に

ついて申し上げます。 

 

はじめに、新年度予算の概要についてであ

りますが、令和８年度当初予算は、総合計画

後期アクションプランの推進方針を基に、社
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会経済情勢や市民ニーズを捉えながら、健全

な財政運営の視点も踏まえ、選択と集中によ

る各種施策を推進し、先に申し述べた「住み

よい北上 住みたい北上 関わりたい北上」

具現化予算として編成いたしました。 

 

以下、主要な施策について、総合計画基本

目標及び基本方針に沿って「持続可能なまち

づくり推進プロジェクト」を中心に、主な取

組みを申し上げます。 

 

はじめに、基本目標「ひと」-「未来に輝く、

未来を創る人づくり」について申し上げます。 

基本方針１「未来に輝く人づくり」では、

「子育て寄り添いプロジェクト」として、こ

どもまんなか社会を実現するため、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援の実施
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に取り組んで参ります。 

子育て家庭の経済的負担の軽減として、第

２子保育料の無償化、第１子保育料の軽減、

子ども医療費の助成を継続して実施するとと

もに、産後ケア事業のデイサービス型の拡充

や妊産婦の身体的、精神的ケア及び経済的支

援を継続して実施して参ります。また、新た

に、小学校の給食費無償化、小児おたふくか

ぜ予防接種の助成等を実施するとともに、乳

幼児健診での気付きから療育や就学まで切れ

目のない支援を提供する教育・福祉・保健の

新たな連携体制を構築し、子育て環境の充実

を推進して参ります。 

 

基本方針２「未来を創る人づくり」では、

「学びの改革プロジェクト」として、主に、

教育環境の整備に取り組んで参ります。 
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教育ＤＸの推進に当たり、ＩＣＴを活用し

た授業・校務・環境整備の支援等を行うため、

新たにＩＣＴ支援員を設置するとともに、い

じめ・不登校児童生徒の対策として市内４つ

の小中学校に校内教育支援センター支援員を

配置いたします。また、統合北上中学校が供

用開始となるほか、老朽化した学校施設等の

長寿命化や建て替えを継続して実施するとと

もに、新たに猛暑対策として中学校の体育館

にスポットクーラーを設置するなど教育環境

の整備を進めて参ります。 

 

 基本方針３「すべての人が活躍できる環境

づくり」では、「地域をつくる文化・芸術・ス

ポーツプロジェクト」として、主に、文化芸

術活動の環境整備や多様な人がスポーツに関

わる環境づくりに取り組んで参ります。 
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 文化芸術の活動拠点である北上市文化交流

センターさくらホールの設備更新等を行うほ

か、文化財の次世代への継承のため、国指定

史跡八天遺跡の景観改善眺望工事等を実施い

たします。また、スポーツ施設に関しまして

は、口内スポーツ交流館の供用を開始するほ

か、秋田自動車道四車線化工事に伴う北上わ

がパークゴルフ場の再整備事業に対する補助

等を実施し、スポーツ環境の整備を推進して

参ります。 

  

次に、基本目標「なりわい」-「挑戦する心

を原動力とした力強い地域経済の創出」につ

いて申し上げます。 

 基本方針４「力強い地域経済の創出」では、

「イノベーションチャレンジプロジェクト」

として、引き続き、ツインモールプラザ再生
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事業に取り組んでいくほか、工業団地の整備

分譲及びふるさと納税制度を活用した販路開

拓や商品ＰＲ等を推進し、地域産業の競争力

強化に取り組んで参ります。 

 また、農業者の生産性向上支援を継続して

実施するとともに、森林経営管理や林業経営

効率化の促進を図るため森林経営管理事業を

推進して参ります。さらに、農地及び林地を

面的に把握し、農林業者の経営支援施策との

連携等を図るため、引き続き地籍調査事業を

実施して参ります。 

なお、鳥獣被害対策として位置付けている

クマ対策につきましては、新たに常時、クマ

対策を専門に担当し、全庁的な対応を統括す

る職員を農林部に配置いたします。また、ク

マ対策用品の購入費補助や配備等を継続し、

北上市鳥獣被害対策連絡協議会と連携した放
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任果樹伐採費補助の新設、電気柵設置補助の

拡充、有害鳥獣捕獲報酬の増額等を行うほか、

風評被害対策にも継続して取り組みつつ、状

況に応じて緊急銃猟や麻酔捕獲等を実施でき

る体制を整えて参ります。さらに、新たにド

ローンを活用したクマの探知捜索や事業所等

への電気柵設置補助などを実施して対策を大

幅に強化して参ります。 

 

基本方針５「多様な人材が働きやすい環境

の向上」では、「北上×はたらく」プロジェク

トとして、主に、労働力の確保、人材育成、

多様な就労の場の確保に取り組んで参ります。 

高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少か

ら、高齢者を支える担い手を確保するため、

市内の介護事業所等での就労を希望する学生

の就学費用支援を継続して実施いたします。
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農業分野に関しましては、親元就農支援や、

県、花巻農業協同組合、農業支援センター等

との連携による新規就農者の確保を推進して

参ります。商工業分野に関しましては、北上

雇用対策協議会等との連携による人材確保や

離職予防支援等に取り組むとともに、いわて

半導体関連人材育成施設（I-SPARK）との連携

による半導体人材の育成、北上コンピュータ・

アカデミーとの連携による情報処理技術者の

育成、北上職業訓練校における技能者の育成

のほか、教育機関と連携したものづくりの高

度技術者の育成等を推進して参ります。 

 

 次に、基本目標「くらし」-「生きる喜びと

生涯安心のくらしをサポート」について申し

上げます。 

 基本方針６「健康と安心の地域づくりの推
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進」では、「いきいき元気ライフプロジェクト」

として、主に、多様な支援ニーズに対する相

談支援体制の充実に取り組んで参ります。 

高齢者の健康づくりに関しましては、フレ

イルの予防及び早期回復プログラムの充実、

認知症バリアフリーの推進、高齢単身世帯の

増加に伴う地域住民の支え合い活動の支援に

継続して取り組んで参ります。また、福祉分

野に関しましては、包括的な相談支援体制を

強化し、複雑化・複合化したニーズへの対応

を推進して参ります。 

 

基本方針７「良好な住環境を支える適切な

土地利用と基盤整備」では、「拠点形成・ネ

ットワークプロジェクト」として、主に、都

市拠点・地域拠点の形成やネットワークの整

備に取り組んで参ります。 
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拠点形成に関しましては、未来ビジョンに

基づき、諏訪町再開発事業において優良建築

物等の整備を支援するほか、その他再開発準

備組合等のサポートを行うとともに、「歩い

てみたい」と思う道路空間の創出に向けた取

組みを継続して推進して参ります。また、北

上駅東口の再開発により利用者が増加してい

る北上駅東西線地下道の照明設備のＬＥＤ化

を実施して参ります。地域拠点の形成に関し

ましては、人口減少及び地域拠点地区での住

宅取得補助を継続するほか、郊外からの通院

負担軽減のためのモバイルクリニック推進事

業について、経費等を見直しつつ継続して実

施して参ります。交通ネットワーク整備に関

しましては、おに丸号立花岩崎線の延伸に取

り組むとともに、誰もが利用しやすい公共交

通体系を構築するため、幹線交通の確保と運
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行改善、拠点間・地域内交通の品質改善、工

業団地へのアクセス路線を含めた幹線道路の

整備等を推進して参ります。内水浸水対策に

関しましては、雨水管理方針を策定し、計画

的に対策事業を推進して参ります。 

 

基本方針８「環境にやさしい、安全・安心

な暮らしの形成」では、「私から始める減災

プロジェクト」として、主に、市民や地域の

防災力向上と消防団の強化に取り組んで参り

ます。 

豪雨や地震などの災害が激甚化・頻発化す

る中で、住民説明会や出前講座により災害危

険個所の周知と理解促進を図るとともに、自

主防災組織研修会や自主防災マイスター養成

講座による地域の防災リーダーの育成に取り

組み、防災力の向上に努めて参ります。さら



21 

 

に、避難行動要支援者名簿や個別支援計画の

作成等を通して、災害時における避難支援体

制の整備を推進して参ります。 

また、消防団の魅力発信やＰＲ活動等によ

り入団を促進するとともに、消防演習や総合

防災訓練等を通して消防団の強化を図って参

ります。 

 

次に、基本目標「しくみ」-「誰もが主体的

に参画する市民協働の深化、より良いまちづ

くりに挑戦し続ける行財政改革」について申

し上げます。 

基本方針９「誰もが主体的に参画する市民

協働の深化」では、「市民が創るまちづくり

プロジェクト」として、主に、地域づくり人

材の育成、市民協働の促進、交流人口及び関

係人口の創出に取り組んで参ります。 
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地域コミュニティの希薄化や地域づくりの

担い手不足が深刻化していることから、住民

同士が共に支え合う地域コミュニティを育む

ための講座を開催するほか、学校や地域との

連携により高校生の探求学習を支援し、次代

を担う人材育成に取り組んで参ります。市民

協働の促進に関しましては、市民活動情報セ

ンターと連携して協働のマッチングやコーデ

ィネートに取り組み、協働事業の創出を推進

いたします。また、地域活動の拠点である交

流センターについて、口内地区の要望を踏ま

え、旧口内小学校校舎へ口内地区交流センタ

ーを移転することで設計に着手しており、移

転整備に向けて取り組んで参ります。 

交流人口及び関係人口の創出に関しまして

は、都市ブランド推進行動計画に基づき、市

民が共感し、市民自らが主体的に発信したり
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まちづくりに参加したりできるような情報発

信を推進するとともに、「イシツブテ公園 

in きたかみ」をきっかけとしたシティプロ

モーションに継続して取り組んで参ります。

また、移住定住戦略に基づき、移住定住の促

進に向けて情報発信や各種支援に取り組んで

参ります。 

 

基本方針10「まちづくりを支えるしくみづ

くり」では、「自治体のスマート化プロジェ

クト」として、主に、効率的な行政運営及び

自治体ＤＸの推進に取り組んで参ります。 

行政サービスにおいて、デジタル技術やデ

ータを活用し、市民の利便性を向上させると

ともに、業務効率化により人的資源を行政サ

ービス向上につなげるため、国の施策に準じ

て自治体システムの標準化・共通化への移行
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に対応して参ります。また、情報発信におい

てもデジタル技術を活用した世代やニーズに

応じた効果的かつ効率的な方法を検討し、情

報発信の多様化や最適化に取り組んで参りま

す。 

 以上が「持続可能なまちづくり推進プロジ

ェクト」を中心とした主な取組みであります。 

 

４ 結び 

結びとなりますが、私が市長に就任してか

ら間もなく丸３年となり、４年目を迎える来

年度は現任期における集大成の年になるもの

と考えております。これまで、先人たちが築

いてきたまちづくりの方向性を引き継ぎつつ、

これからも安心して暮らし続けられる「住み

よい北上 住みたい北上」を実現するために、

北上市総合計画に掲げる各種施策を実行して
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参りました。実現できていることもあれば、

未だ道半ばの取組みも残っております。 

喫緊の課題としましても、クマ等鳥獣被害

防止対策の強化、人材確保・育成・定着の促

進、外国人対策及び多文化共生推進、都市拠

点・地域拠点の再構築、市立大学設置の検討

継続など、様々な重要案件が山積しておりま

す。 

私は、これらの課題に全力で取り組み、市

民一人ひとりが当市に愛着や誇りを持って

「住みよいまち、住みたいまち」と感じると

ともに、市内外の人や企業から「関わりたい

まち」と思われる魅力的なまちづくりを進め、

「住みよい北上 住みたい北上 関わりたい

北上」の実現を目指して参ります。 

そして、総合計画に掲げるまちづくりの将

来像である「“うきうき”“わくわく”する
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まち北上」の実現に向け、市議会、市民、企

業の皆様との協調を大切にしながら、市政を

担う者として、北上の現在と、そして、未来

の両方を見据えて、強い信念により、持続可

能で魅力あるまちづくりを更に進めて参りた

いと考えております。 

以上、所信の一端を申し述べさせていただ

きましたが、議員並びに市民の皆様の御理解

と御協力を心からお願い申し上げまして、私

の所信表明とさせていただきます。ありがと

うございました。 


